
建設業に関係する制度について理解を深めていただくとともに、一層の法
令遵守の徹底を目的に、建設企業（個人事業主、一人親方を含む）を対象と
した「第３回建設業講習会」を開催します。

今回は、建設業における生産性の向上に向けて、建設キャリアアップシス
テム、建設ディレクターなどについて講習会を実施します。

「令和７年度 第３回建設業講習会」を開催します
～ 建設業における生産性の向上に向けて ～

■ 講習会の概要
※詳細は別紙「令和７年度 第３回建設業講習会のお知らせ」をご覧ください。

開催日時：令和８年３月６日（金）14：30 ～ 16：00
開催方法：オンライン（Microsoft Teams）
講習内容：

・建設業の処遇改善に向けた取組（CCUSの普及促進）について
（講師：一般財団法人 建設業振興基金）

・建設ディレクターがもたらした新規人材確保と成長の効果
（講師：一般社団法人 建設ディレクター協会）

視聴方法：講習会当日に別紙URLのリンクから接続（事前申し込み不要）

※接続テストを ３月３日（火）に実施予定

当日の講習会について取材を希望される場合は、３月３日（火）１２時 までに
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

【問合せ先】
国土交通省 九州地方整備局

電話番号：０９２－４７１－６３３１
（ 音声案内に従って ２番 → ３番 → ３番 ）

建政部 建設産業課 課長 國府田 直昭（こうだ なおあき) 

建設産業課 建設専門官 笠尾 浩彦（かさお ひろひこ）

令和８年２月２０日
九 州 地 方 整 備 局



開催日時　　令和８年３月６日（金）　　１４：３０～１６：００

開催方法　　オンライン（Microsoft Teams）

講習内容及びスケジュール（予定）

１．１４:３５～１５:２０

一般財団法人　建設業振興基金

ーーーーー　　休憩（１０分）　ーーーーー

２．１５:３０～１６:００

一般社団法人　建設ディレクター協会

建設ディレクターがもたらした新規人材確保と成長の効果

建設業の処遇改善に向けた取組（CCUSの普及促進）について

令和7年度 第3回建設業講習会のお知らせ

建設業に関係する制度について理解を深めていただくとともに、法令遵守の徹底を目的

に、建設企業を対象とした「建設業講習会」を開催します。ぜひご参加ください。

受講料は無料、申し込み不要です。

共催 国土交通省 九州地方整備局、（一社）日本建設業連合会九州支部

（一社）福岡県建設業協会 （一社）佐賀県建設業協会 （一社）長崎県建設業協会

（一社）熊本県建設業協会 （一社）大分県建設業協会 （一社）宮崎県建設業協会

（一社）鹿児島県建設業協会 建設産業専門団体九州地区連合会

お問い合わせ 九州地方整備局 建政部 建設産業課 笠尾、堀田

ＴＥＬ：092-471-6331（代表） 音声案内に従って 2番→３番→３番

受講無料、申し込み不要：オンライン開催＜別紙＞

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/seminar.pdf


お申し込みはコチラ
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第１回

事前

申し込み
不要

建設業講習会建設業講習会

令和７年８月22日（金）

～建設業界の人材確保に向けて～

①外国人材の受入れ制度について

②時間外労働の上限規制の適用等

について

～建設業法令順守推進について～

令和７年12月4日（木）

➀建設業の元請・下請のルー
ル／技能者の処遇改善と働
き方改革について

➁取適法（下請法改正）の概
要と労務費指針について

第２回 第３回

実施時期

国土交通省　九州地方整備局

（一社）日本建設業連合会九州支部

（一社）福岡県建設業協会 （一社）佐賀県建設業協会
（一社）長崎県建設業協会 （一社）熊本県建設業協会
（一社）大分県建設業協会 （一社）宮崎県建設業協会
（一社）鹿児島県建設業協会 
建設産業専門団体九州地区連合会

講習内容

自動音声（２→３→３）

開催方法 Microsofoft　Team（オンライン）

外国人制度？

働き方改革？

建設Gメン？

適正取引？

独占禁止法？
CCUS？

インフラDX？

～建設業における

生産性の向上に向けて～

令和８年3月6日（金）

講習内容

➀建設業の処遇改善に向けた取組
（CCUSの普及促進）について

➁建設ディレクターがもたらした
     新規人材確保と成長の効果

各回の詳細はおよそ１ヶ月前に記者発表します。 九州地方整備局HP

Teamsリンク先接続先

実施時期

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9KRoiwPWsV20U6pdJufpjRh4E829lhzuCUL1ZrAaAwY1%40thread.tacv2/1752460773624?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdec79b4-6c91-4d03-bccf-b473d5a597a2%22%2c%22Oid%22%3a%2289743564-69a5-4d58-a46d-aac20bdc7267%22%7d
https://www.qsr.mlit.go.jp/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9KRoiwPWsV20U6pdJufpjRh4E829lhzuCUL1ZrAaAwY1%40thread.tacv2/1752460773624?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdec79b4-6c91-4d03-bccf-b473d5a597a2%22%2c%22Oid%22%3a%2289743564-69a5-4d58-a46d-aac20bdc7267%22%7d


　◎　第１回　～建設業界の人材確保に向けて～　　 令和７年８月２２日（金）

　◎　第２回　～建設業法令順守について～　　　　　 令和７年12月4日（木）

　◎　第３回　～建設業における生産性の向上に向けて～ 令和８年３月６日（金）

各回の詳細は九州地方整備局ＨＰにておよそ１ヶ月前に記者発表します。　

下記「国土交通省 九州地方整備局」をクリックするとＨＰが表示されます。

トップページの「記者発表」をご参照ください。

　下記「→→操作手順書←←」をクリックすると「接続手順書」が表示されます。

　手順書にしたがって接続を行ってください。

 下記「→→接続先←←」をクリックして、Teamsを接続してください。

　接続テスト・講習会ともに同一の接続先です。

 

！ ブラウザ版TeamsやOffice365は、サインアウトしてください。

！ Microsoft アカウントが必要となる場合がありますので、お持ちのアカウントと

パスワードを事前にご確認ください。

講習会資料

　講習当日までに九州地方整備局ＨＰ　建政部＞建設産業行政＞建設業のページに掲載します。

　新着情報等の欄をご確認ください。

　下記アイコンをクリックすると「建設産業行政」のページが表示されます。

https://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/

アンケート

　講習会受講後に下記よりご回答ください。

　アイコンをクリックするとアンケートの回答ページへ移行します。

https://forms.cloud.microsoft/r/RZqs9zJSnP

接 続 手 順 書

接 続 先

接 続 時 の 注 意 事 項

令和７年度 建設業講習会

→ → 操作手順書 ← ←

→ → 接 続 先 ← ←

https://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/
https://forms.cloud.microsoft/r/RZqs9zJSnP
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/pdf/tejun.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9KRoiwPWsV20U6pdJufpjRh4E829lhzuCUL1ZrAaAwY1%40thread.tacv2/1752460773624?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdec79b4-6c91-4d03-bccf-b473d5a597a2%22%2c%22Oid%22%3a%2289743564-69a5-4d58-a46d-aac20bdc7267%22%7d
https://www.qsr.mlit.go.jp/
https://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/
https://forms.cloud.microsoft/r/RZqs9zJSnP
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